
令和 6 年 月 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

（第１面）

保管の場所

　　　　中元　裕

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

廃棄物の種類

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

　　　076-291-5367

金沢市長

保管事業場の名称

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

石川県金沢市東力４丁目１３４

処理業者との
調整状況

住　所

氏　名

電話番号

濃度
区分



（日本産業規格　Ａ列４番）



型式 製造年月

該当なし

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

該当なし

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日定格

容量

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

型式 製造年月製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

廃棄物の種類

量

該当なし

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量
濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

50 KVA
松下電器産

業㈱
TCF-P00 1975 台 kg 低濃度 7.1mg/kg

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

　事業場の所在地と同じ

量

　事業主　中元　裕
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

　中元ビル

　〒920-0997　石川県金沢市竪町８番地　

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

　076-291-5615

所在の場所

台数又は
容器の数

変圧器（トランス）

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

370.01

該当なし

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

製品の型式等

未定

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量

所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

該当なし

備考

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二-'一七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出害 (保管事業者及び所有事業者用）
中高金支金保第513号
令和6年6 月28日

金沢市長 殿

届出者
住所石川県金沢市神野町東170

氏名睾具鯉率暮蠅
所長 松根弘

電話番号076-249-8川

沢支社
I

IⅡI

ボリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）

の規定に基づき、令和 5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 中日本高速道路株式会社金沢支社金沢保全・サービスセンター

保管事業場の所在地 石川県金沢市神野町東170

|電話番号’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 更新工事担当課係長齋藤優文 076-249-8111

’石川県金沢市田中町は57-1 【高速自動車国道北陸自動車道金沢高架橋下】保管の場所

①前年度の3月3旧に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等
つ

日

二

日

ｑ

弓

辰

叫 保管の状況

処分予
定
年月

■
■

台数又
は

容器の
数

濃度
区分

処理業者との
調整状況

分別・
混在の
別

漏れ等
の

おそれ

番号 参考事項廃棄物の種類 総亜鼠
(1fT'1iたり

ililht×台数）蕊製造者名 製式製造年月
容器の
性状

表示記号
等

囲い等
の有無

なし

囲い

有、掲
示有

その他
(塗膜くず）

PCB膿度

0. 60nig/k9
ベール

缶
低濃度 分別3-001 2 缶26. 2 !<g

囲い

有、掲
示有

PCB膿度
1 . 40111g/k9

その他
(塗膜くず）

ドラム

缶
低濃度21 缶4381.0 kg 分別 なし4-001



闘
遮
灘
唖
闘
囲
闘

■■
■■

｜
■■

■

■|“．'，‘‘Ⅷ艫函
■”｡|､‘'‘’鱸園
|■"'缶"' "侭｜
■'' ""‘''‘国｜
■“｡ ，卿｡'鱸|"罐｜
■”"|崎"蝿国
■|”｡'卿‘"蝿圏
■|”｡'･剛""国
■'' "L ｣#"聴函
■’ “"'聴醒
|■ “． ‘鼬' ‘箪函
■｜ ｜■’

囲い

有、掲

示有

囲い

有、掲

示有

囲い

有、掲

示有

囲い

有、掲
示有

囲い

有、掲

示有

囲い

有、掲
示有

囲い

有、掲
示有

囲い

有、掲
示有

警
|響
｜ 囲い

|瀞

分別

分別
分別 ｜

分別 I

、

その他
4－003

（塗膜くず）

その他

4-004I (塗装工事用

資機材）

輌
而

その他

5-001 (塗膜くず）

その他

5-002 （塗装工事用

資機材）

閲

5-002 （塗装工事用

輌

~
~
~
~
~

ドラム

缶
なし

ドラム

缶
なし

~
~
~
~
~
~

~
~
~
~

~
~
~
~
~
~

ドラム

缶
なし

ドラム

缶
なし

ドラム

缶

~
~
~
~
~

分別 なし

~
~
~

ドラム

缶
分別 なし

ドラム

缶
分別 なし

國

｜ ’

PCB濃度

0.5411Ig/k9

ドラム

缶
分別 なし

■■濁
■■IFW"
■■甑

■■

分別なし
’

ドラム

缶

ドラム

缶
分別 なし

’ 1
ドラム

缶
分別 なし

’
(日本産業規格A列4番）
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防護服

フィル
ター等

その他
(塗装工事用
資機材） ~

~
■
ロ

■
■
■
■
。
Ⅱ
０
■
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
。
Ⅱ
！
■
■
０
■
■
＆
０
１

’ ’囲い
有、掲
示有

ドラム

缶
低濃度 分別 なし4-002 53 缶31010 kg

Ⅱ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

■

囲い

有、掲
示有

PCB濃度
0.60mg/k9

その他
(塗膜くず）

ドラム

缶
低濃度 分別 なし4-003 40 缶7316.0 kg

防護服

フィル
ター等

その他
(塗装工事用
資機材）

囲い

有、掲
示有

ドラム

缶
低濃度 分別4-004 30 缶 なし1745.0 kg

囲い

有、掲
示有

PCB濃度
1.70nlg/k9

その他

(塗膜くず）

ドラム

缶
低濃度19 缶1819.0 kg 分別 なし4-005

防護服・
フィル

ター等

その他

(塗装工事用
資機材）

０

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

４

Ｈ

１

ｌ

ｌ

ｌ

１

１

ｌ

Ⅱ

’

’

’

１

１

１

１

コ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

０

１

卓

Ｉ

ｑ

Ⅱ

Ｉ

１

Ｉ

Ｉ

Ｉ

０

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

１

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｍ

Ⅱ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

・

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

『

０

１

１

１

囲い

有、掲
示有

ドラム
缶

低濃度42 缶2406.0 kg 分別 なし4-006

囲い

有、掲
示有

PCB濃度
2.80mg/k9

その他
(塗膜くず）

ドラム

缶
低濃度 分別 なし5-001 50 缶10660.0 kg

防護IR
フィル

ター等

その他
(塗装工事用
資機材）

囲い
有、掲
示有

ドラム

缶
低濃度96 缶6965｡0 kg 分別 なし5-002

｜ ’
囲い

有、掲
示有

その他
(塗膜くず）

PCB濃度
0. 54mg/k9

ドラム

缶
低濃度37 缶 分別 なし5-003 6290.0 kg

’ ’
防護服・

フィル
ター等

その他

(塗装工事用
資機材）

囲い

有、掲
示有

ドラム

缶
低濃度 分別 なし27 缶1551.0 kg5-004

囲い

有、掲
示有

その他
(塗膜くず）

ドラム

缶

PCB濃度

1. 70mg/k9
低濃度 分別 なし2 缶283.0 kg5-005

防護IR
フィル

ター等

その他
(塗装工事用
資機材）

■

■

・

日

０

１

１

囲い
有、掲
示有

~

Ｉ

ドラム

缶
l4 缶 659.0 kg 低濃度 分別 なし5-006

(日本産業規格 A列4番）



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

保管開始
理由

濃度
区分

保管開始
年月日

参考事項総重量
(1台当たり
砿駄×台数）

廃棄物の種類番号 製造者名 型式 製造年月 表示記号
等

台数又は
容器の数

定格
容量

PCB濃度
2. 80nlg/k9

５
１

１
１

●
●

６
７

●
申

Ｆ
ｈ
Ｕ
Ｆ
ｈ
Ｊ

Ｉ

Ｉ

その他
(塗膜くず）

工事により発生低濃度50 缶10,660.0 kg5-001

その他
(塗装工事用資機

材）

防護服・フィ
ルター等

R5. 6. 15

R5. 7. 11
工事により発生低溌度96 缶6,965.0 kg5-002

PCB濃度
0. 54mg/k9

６
７

１
１

●
◆

５
５

各
●

５
６

１
Ｉ

その他

(塗膜くず）
工事により発生低濃度37 缶 6, 290.0 kg5-003

その他

(塗装工事用資機
材）

防護服・フィ
ルター等

６
７

１
１

●
■

５
５

。
●

５
５

１
１ 工事により発生27 缶1, 551. 0 kg 低濃度5-004

PCB濃度
1. 70mg/k9

その他
(塗膜くず）

工事により発生低濃度 R5. 10. 172 缶283.0 kg5-005

その他
(塗装工事用資機

材）

防護服・フィ
ルター等

７
５

１
２

申
■

０
０

１
１

申
の

５
５

１
Ｉ 工事により発生14 缶659.0 kg 低濃度5-006

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量
移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

保管終了
理由

濃度
区分

保管終了
年月日

参考事項総重量
(1台当たり
飛最×台数）

番号 廃棄物の種類 定格
容量

型式製造年
月

台数又は
容器の数

表示記号
等

製造者名

【該当無し】



④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 自ら処分した場合 処分を委託した場合量

濃度
区分’

総重量
(1台当たり
覗騎×台数）

参考事項番号 廃棄物の種類

蕊製造者名|型式
処分
年月日

製造年表示記号
月 等

処分
年月日

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

台数又は
容器の数

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

l l l l l l ｜ ’【該当無し】

I I I I I

’



(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号’
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

所在の場所

①前年度の3月3旧に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

量廃棄の見込み製品の型式等
濃度
区分’’

総重量
（1台当たり
砿最×台数）

参考事項製品の種類番号 処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

廃棄予定
年月

定格
容量 製造者名 型式 製造年月表示記号

等

【該当無し】

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

量製品の型式等
所有開始
場所

所有開始
理由

所有開始
年月日’’

参考事項総重量
(1台当たり
噸量×台数）

番号 製品の種類 台数又は

容器の数
定格

容猛
型式 製造年月表示記号

等
製造者名

【該当無し】



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地蕊|製鐙書名| 型式製造年月|表奮。

参考事項総重量
（1台当たり
亜景×台数）

番号 製品の種類 台数又は
容器の数

｜ ’ ’

1該当無し】

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。

2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例：28－001）を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。
8~ 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高機

度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

1 1. 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13. 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△Ⅲg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の棚には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の棚には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実|際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

記載しなくて構わない。

26． この届出に係るボリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



低濃度PCB保管管理表(保管場所:金沢高架橋下P54～P5SH)
金沢支社管内道路保全管理業務(橋梁塗
膜成分分析）

北陸自動車道(特定更新等）加賀IC～片山
津IC間床版取替工事(その1)

北陸自動車道金沢高架橋他1橋塗替塗装
工事

北陸自動車道梯川橋塗替塗装工事 工事名 業務名工事名工事名

保管場所

③．⑥
株式会社ピーエス三菱･株式
会社安部日鋼工業JV

中日本ハイウェイ･エンジニアリ
ング名古屋株式会社

保管場所⑤保管場所⑤ 保管場所①株式会社内田商会 受注者株式会社佐野塗工店 受注者 受注者受注者

上り鴨池橋･犬の沢橋

塗膜くず(t) |缶数|資機材等(t)|缶数
発生橋梁｜上り

番号｜ 搬入日
令和3年次発生分

’'2022.03.08
令和4年次発生分

｜該当無し

大聖寺川橋･梯川橋､上下田尻川橋

塗膜くず(t) |缶数|資機材等(t)|缶数
番号3-001｜ ’

0.00261 21

発生橋梁’ 伏見川第2橋．下り金沢高架橋 発生橋梁｜

番号 搬入日 塗膜くず(t)缶数資機材等(t)缶数番号｜ 搬入日
令和3年次発生分 令和3年次発生分

｜該当無し ｜該当無し
令和4年次発生分番号4-001 番号4-002 令和4年次発生分

111202209.05 3．614 17 0.548 8 1 12022.08.30
21202209.28 0.767 4 2.553 45 2 2022.09.12

312022.09.30

令和5年次発生分番号5-001 番号5-002 令和5年次発生分

312023.06.15 5．165 24 2.970 41 412023.05.16
412023.07~11 5．495 26 3.995 55 512023.05.17

令和4年次発生分

忘而而

上り梯川橋

塗膜くず(t) |缶数|資機材等(t)|缶数

令和4年次発生分

可溌
令和5年次発生分

二悪霊

番号4-003

2.351

2.415

2.549

番号5-003

3.461

2829

番号4-005

1.252

0.567

0

番号5-005

0.283

0

番号4-006

0.290

1.317

0.799

番号5-006

0.380

0.279

番号4-004

0．132

0．155

1.458

番号5-004

1．114

0-437

幅
一
旭
一
個

３
’
３
｜
別

焔
－
３
’
０

３
’
四
一
梱

拝鐙即
－
７

幻
一
帽

２
－
０

計
一
謂
一
詞

計
一
謂
謂

計
一
謁
一
雷

計

合計

容器荷姿

0.00261 21 0

0.0026

202ペール缶

15.0411 711 10.0661 149

25.1071 220
2002オープンヘッドﾄラム缶

13.6051 771 3.2961 57

16.9011 134
2002オープンヘッドﾄラム缶

2．1021 211 3．0651 56

5.1671 77
2002オープンヘッドﾄラム缶

０
’
２

全体数量

塗膜くず

資機材等

合計

30.7506

16.427

47．1776

t

t

t

171

262

433

缶

缶

缶



位置図
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低濃度PCB保管場所

中日本高速道路株式会社金沢支社金沢保全・サービスセンター

石川県金沢市神野町東170番地
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保管場所内
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保管場所①
IC～片山津IC間床版取替工事(その1)

1

1

1 ’’
工事名

受注者 株式会社ピーエス三菱｡株式会社安部日鋼工業JV

■■■■発生橋梁 上り鴨池橋

保管廃棄物①

N’
保管廃棄物②

~

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

番号 4-006

’

廃棄物の種類 その他(塗膜くず）

防護服･フィルター等

保管写真
－一－－
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０
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保管場所①
■
■
。

津IC間床版取替工事(その1)

’
工事名
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ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
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ｌ
Ｉ

北陸自

株式会社ピーエス三菱｡株式会社安部日鋼工業JV受注者

上り犬の沢橋発生橋梁

保管廃棄物①

~

~~
’

’
保管廃棄物②

~
~
~

’ 番号 １
１

5-006

’
廃棄物の種類 その他(塗膜くず）

防護服｡フィルター等

保管写真※4-005.4-006の左側
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保管場所③

ヨ
ヨ

|北陸自動車道梯川橋塗替塗装工事

株式会社内田商会

|上り梯川橋P12～A2

保管廃棄物②
－蕃喜 '4-004

1その他(塗装工事用資機材）
|防護服･フィルター等

廃棄物の種類

~

保管写真

､＝

’
d旬

一

F -一

（

分析試験結果報告書

Q

mg/kg >0.50mg/kg

≦100,000mg/k9

11

低濃度

番号
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その他(塗膜くず）
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保管場所⑤

’
金沢高架橋他1橋塗替塗装工事北陸自動車道

株式会社佐9佐野１
１

工事名
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
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Ⅱ
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Ⅱ
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Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
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‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
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Ⅱ
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Ｉ
■
Ⅱ

塗工店受注者

伏見川第二橋発生橋梁

保管廃棄物①

U

1

保管廃棄物②
~

~~
’ 番号 4-002

廃棄物の種類 その他(塗装工事用資機材）

’ 防護服｡フィルター等

保管写真
Ｊ

－
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分析試験結果報告書
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保管場所⑤

■■■■
■■■■
■■■■

＝

|北陸自

|株式会社佐野塗工店
|下り金沢高架橋P275～P279

匿廃棄物の種類
1

保管廃棄物②
｜

番号 '5-002

1その他(塗装工事用資機材）
|防護服･フィルター等 ’’ 廃棄物の種類

｡
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保管場所⑤
~奎沢支柾管丙

１
１

盲理業務(橋梁塗膜成分分析）Ⅱョ

中日本ハイウェイ･エンジニアリング名古屋株式会社受注者

上り大聖寺川橋･梯川橋､上下田尻川橋発生橋梁

｜

’

’
｜

’’

保管写真
ロ

分析試験結果報告書

ロ
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>0.50mg/kg

≦100,000mg/kg
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保管場所⑥
■
日

北陸自動車道梯川橋塗替塗装工事工事名
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｄ
Ⅲ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
Ⅲ
Ｆ
１
Ⅱ
仙
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■
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Ｉ
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Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
■
Ⅱ
１
ｊ
ｌ
Ⅱ
１
１

受注者 株式会社内田商会
Ｉ

一

Ｉ

発生橋梁 上り梯川橋P9～P12

番号 5-003

廃棄物の種類 その他(塗膜くず）

保管廃棄物②
番号 ｜

’
5-004

廃棄物の種類 その他(塗装工事用資機材）
防護服｡フィルター等

､

保管写真
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ー
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分析試験結果報告書
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dT

様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等岨出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和‘年6月2フ日
金沢市長村山卓殿

届出者

住所 石川県金沢市尾張町1丁目10番13号

氏名 中山商事
代表取締役中山俊江

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-222-3427

ポリ塩化ピフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）
の規定に基づき、令和6年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ボリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

’ | 電話番号 ’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

’保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

廃棄物の型式等
具
里 保管の状況

処分予定

年月

濃度

区分

処分業者との

調整状況
台数又は総重量

容器の数盤調
番号 廃棄物の種類 参考事項

蕊製造荊型式製造瑚燕示記牌
容器の囲い等分別・ 漏れ等の

性状 の有無混在の別おそれ

(日本産業規格A列4番）



(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等
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年月日

保管開始

理由
総重量
(1台当たり重

量x台数）

番号 廃棄物の種類 参考事項

蕊｜製造者名｜ 型式 ｜製造年月:赫記鵠
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③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度

区分

保管終了

年月日

保管終了

理由

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地
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廃棄物の種類番号 総重量
（1台当たり

重量x台数）

参考事項

蕊|雌梛|型式|製造年月|赫記鶚
台数又は

容器の数

’

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 自ら処分した場合量 処分を委託した場合
濃度

区分蟇鯛鰯
番号 廃棄物の種類 定格

容量

参考事項処分後の廃棄物の

種類及び処分先

処分
年月日

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日

製造者名｜ 型式 製造年月｜表示記号等
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(第3面）

2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について

有限会社中山商事中山歯科医院

石川県金沢市尾張町1丁目10－13

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号I電話番号

’

1ポリ塩化ピフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

代表取締役中山俊江 076-222-3427

’一階電気室所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

量

丁
廃棄の見込み製品の型式等

｜
：

製造者名i

濃度

区分
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０
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晶x台数）

参考事項処分業者との

調整状況

台数又は

個数

廃棄予定

年月

製品の種類 定格

容量

番号
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製造年月｜表示記号等型式
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30KVA畷鑿頚PS_6DP30E,,| S40"12月~ I

PCB濃度24mg/k9低濃度217電灯変圧器 15-001

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

量製品の型式等

所有開始

場所

所有開始

理由

所有開始

年月日
総重量
(1台当たり重

量x台数）

参考事項台数又は

容器の数

製品の種類番号 定格

容量
表示記号等製造者名： 型式 製造年月



(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等

篭i製鯏i 型式 i製造年月i赫洲

量

移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

所有終了

年月日

所有終了

理由
参考事項
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製品の種類番号 台数又は

容器の数
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1． この届出書は、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管又はポリ塩化ピフエニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の棚には、ポリ塩化ピフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ピフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の柵には、ポリ塩化ビフエニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の柵には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



（第5面）
16． 「処分業者との調整状況」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17~ 「参考事項」の棚には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること （例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△Ing/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日jの欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



【有限会社中山商事中山歯科医院】

･キュービクル内機器状況
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第P-0801036304R-l号

告書試験結果報

2022年8月4日

有限会社中山商事中山歯科医院様

2022年8月1日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

●

環境計量証明事業愛知県知事登録 i

株式会社日本環境アセ
愛知県名古屋市守山区下志段味横堤
TEL :052-736-4111 FAX: 052-73

鱈
一
一

－

鱒
分析所長小渡由

受付区分：送付

１
１
低濃度PCB分析

絶縁油 ６

試 験 の 結 果
試験方法

PCB (mg/kg)試料情報

平成23年5月
環境省
大臣官房廃棄物･リサイクル
対策部産業廃棄物課

試料No.

製造社名

1

東京芝浦電気株式会社
~~~

変圧器製品名

形式 PS6-6DP30Ell 絶縁油中の微量PCBに関する
簡易測定法マニュアル
第3版2. 1. l

65622952製造番号

昭和40年12月製造年月

「高濃度硫酸処理/シリカゲ
ルカラム分画/キャピラリー
ガスクロマトグラフ/電子捕
猶型検出器(GC/ECD)法｣

~30kVA容量
~~

6600/105-210V
-

217kg

電圧
24

総重量

油量 54L

2022年7月28日

石川県金沢市尾張町1丁目10-13

一般財団法人北陸電気保安協会

採取年月日

採取場所

試料採取者

金沢地区本部金沢東サテライトオフィス
■

一

備 考

・当重電機器は、環循規発第1910112号及び環循施発第1910111号(令和元年10月11日）により、

絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを■－
低濃度

超えているのでPCB汚染物に該当します。

~5",鰯豊,kg以下は鱸濃野"汚染物､ 5000卿璽,kg超過は高濃度PCB汚染物です｡ PCB |
※分析法検出下限値(MDL) :0. 15mg/k9

■

低濃度

PCB
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様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

(第1面）

令和6年6月17日
金沢市長 殿

届出者

住所大阪市都島区東野田町4丁目15番82号

氏名 西日本電信電話株式会社代表取締役社長北村亮太
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号06-6490-4543

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条12
の規定に基づき、令和 5年度のボリ塩化ピフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

l.ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 西日本電信電話㈱北陸物流ｾﾝﾀ

石川県金沢市鳴和町1-2
ｌ
Ｊ
Ｐ
ｆ
Ⅲ
１
１

保管事業場の所在地

’ ’|電話番号’電話番号特別管理産業廃葉物管理責任者の職名及び氏名 NWデザイン部NNW高度化部門NW基盤担当川島龍太郎 06-6490-4543

保管の場所 石川県金沢市鳴和町1-2

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

’廃棄物の型式等 ’量 保管の状況
処分予
定

年月鑑製造青名瀞拭製造年月 表零号
濃度
区分

処理業者との

調整状況
番号 分別・

混在の

別

漏れ等
の

おそれ

廃棄物の種類 総重鼠
（ 1台}¥たり

'X吐×台数）

参考事項台数又は

容器の数
容器の

性状
等
無

い
有

囲
の

霞”
願

低濃度
十
和
⑬
蛇

コンデンサ

(3KG以上） 新電元工仕3760-2 1 1970. 10 10114426-7業 金風製繍 ,郡繍鶴 分別 なし3 個 165_0 kgR06.03 調整中

｜

ﾄﾗﾑ缶,小撫鬮
低濃度
汚染物
DMl

ビニル、 ごみ

類等 1 本 45.0 kg 調整中R06_03 分別 なし
~

一 ~ 一 ~
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低濃度
汚染物
1)M2

ビニル、ごみ
類等 ﾄﾗﾑ缶|腿鴬播分別 なし1 本505 kg 低濃度R06.03 調整中

~

~

低濃度
汚染物
DM3

段ボール等 ﾄﾗﾑ缶鮒鴬掲分別 なし1 本37.0 kg 低濃度RO6.03 調整中
七一

~ ~~

低濃度

汚染物
l)M4

ビニル、ごみ

類等 ドラム缶鯛い無､褐 分別 なし示有
1 本34.5 kg 低濃度R06.03 調整中

~

。
。
■
ｈ
○
・
甲
Ｉ
■
口
早
４
■
■
Ｐ
■
■

低濃度

汚染物
l)M5

ビニル、ごみ
類等

UHい無、褐
ﾄラム缶 分別 なし示有

1 本 低濃度R06.03 調整中36.0 kg
~

PCB感

圧紙
l)M1

PCB感圧紙 ﾄﾗﾑ缶l ';鴬縄分別 なし1 本 105.0kg 低濃度R06.03 調整中 1lmg/k9
~ ~

PCB感

圧紙
l)M2

PCB感圧紙(未
使用）

12000

mg/k9
ドラム缶囲い無､褐分別 なし示有

1 本64.5 kg 低濃度R06.03 調整中
~

~ ~

低濃度

汚染物
1)M6

2.2"g
/100cm2

安定器残部桐 ドラム缶M1い無、掲 分別 なし，六ｲﾘ
1 本18606kg 低濃度R06.03 調整中

~ ~

低濃度

汚染物
l)M7

27"g
/100cm3

安定器残部材 ﾄﾗﾑ缶’肌駕鎚分別 なし1 本171.46kg 低濃度R0603 調整中

低濃度
汚染物
l)M8

2022．06

集約によ
る

コンデンサー

(3kg未満） ドラム缶囲い無､掲分別 ‘なし，病有
86 佃 低濃度RO6.03 調整中83．5 kg

低濃度

汚染物
l)M9

サンプル瓶

容器 ﾄﾗﾑ缶蝿‘蕊掲分別 なし1 本 26 kg 低濃度RO6.03 調整中
~

~

低濃度

汚染物
1)MIO

金属類 ドラム缶囲い無､掲分別 なし示杓．
1 本 266 kg 低濃度R06．03 調整中

一

~

低濃度

汚染物
I)Mll

一金属類 ドラム缶開い無掲分別示ｲ1．
1 本 354 kg 低濃度R06.03 調整中なし

低濃度
汚染物

ラック 囲い無､掲分別 なし示有6 個 一 低濃度R06．03 調整中
~ ー

低濃度
汚染物

57"g
/100cm3

プラケース 囲い無、禍
分別 なし示有74個 一 低濃度R06.03 調整中

~
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低濃度

汚染物
0. 16"g
/100cm4

空トレイ 閉い無､掲分別 なし示ｲ『12個 一 低濃度 調整中R06.03
~

段ボール
ケース入トレ

イ

低濃度
汚染物

Ⅲい無、禍
分別 なしポイ『24個 一 低膿度 調整中R06.03

~

プラスチック

製パレット
低濃度

汚染物 服い無､褐分別 なし示有29個 一 低濃度 調整中R06.03
~

ステンレス

製空ﾄラム
缶

低濃度
汚染物 ﾄﾗﾑ缶鮒､駕掲分別 なし2 個 低濃度 調整中R06．03

低濃度
汚染物

空ペール缶 ‘'！鞠描分別 なし~6 缶 一 低濃度 調整中R06.03

パルティーナ

(網状折たた
み金属ｹｰｽ）

低濃度

汚染物 螂罵縄分別 なしー11 個 一 低濃度 調整中R06.03

以下余白

(日本産業規格A列4番）



(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

廃棄物の種類番号 総重量
( 1台当たり
砿戯×台数）

参考事項定格
容量

表示記号
等

台数又は
容器の数

製造者名 型式 製造年月

該当なし

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地’

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
砿牡×台数）

参考事項
鑿製造者名型式製造年月

表示記号
等

台数又は
容器の数

該当なし

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合
濃度
区分

処分後の廃棄物
の

種類及び処分先
ﾛ

’

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台野たり
iIht×台数）

蕊製造者名型式製造年 表示記号等月

参考事項処分

年月日

台数又は
容器の数

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分

年月日

該当なし

I



(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

西日本電信電話㈱北陸物流ｾﾝﾀ

石川県金沢市鳴和町1-2

|電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名 NWデザイン部NNW高度化部門NW基盤担当川島龍太郎 06-6490-4543

｜
’

所在の場所 石川県金沢市鳴和町1-2

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度
区分I

製品の種類番号 総重量
（1台当たり

砿吐×台数）

参考事項定格

容量
廃棄予定
年月

製造者名 型式 製造年月表示記号
等

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

｜ ’該当なし

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

番号 製品の種類 総重景
( I台11iたり
爪敬×台数）

定格
容量

参考事項台数又は
容器の数

製造者名 型式 製造年月表示記号
等

該当なし



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

製品の種類番号 総重量
（1台nJiたり
lk吐×台敬）

参考事項
蕊製造者名 型式製造年月表零号

台数又は
容器の数

■■■■■■■該当なし

1 ． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の柵には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例； 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の柵には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。

7~ 「処分予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8~ 「量」の柵のうち、 「台数又は容器の数」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の柵のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記救すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

1 1 ~ 「保管の状況」 として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の棚のうち、 「容器の性状」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の棚のうち、 「囲い等の有無」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の柵のうち、 「漏れ等のおそれ」の棚には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考
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(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低機度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて樅わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の柵には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の棚には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記戦するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ボリ塩化ビフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25~ 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26~ この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの誉類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記裁される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。
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倉庫名：北陸物流センタ

業務名:2024年度PCB保管業務

作業内容:PCB保管状況

作業日:2024年5月20B

写真 作業内容等

4PCB

保管倉
配置図面
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6エリア状況

②低濃度等残置物

ドラム缶13本中

･汚染物入りドラム缶11本

･感圧紙入りドラム缶2本

一
一

唾
■
雇
菫
”
画
■

あ■ 9画 て

醐奎

ＪＦＩｌ~~
００回



倉庫名：北陸物流センタ

業務名:2024年度PCB保管業務

作業内容:PCB保管状況

作業日:2024年5月20B

作業内容等写実
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倉庫名：北陸物流センタ

業務名:2024年度PCB保管業務

作業内容:PCB保管状況

作業日:2024年5月20B

写真 作業内容等

~
■

顧雲 ， ‐

‐

１

１

１

０

８

■

■

■

■

■

■

■

■

■

10エリア状況

⑤安定器等運搬空箱

･プラケース74個

’ 一－－一
一

’＝為』産か

〆

凸

11 エリア状況

⑥解体ラック等

・幸ペール缶6本
ノ

｡ラック6個

座

■ ｜I■’■ 12エリア状況

Ｊ

１

水防提

－
０

一

ノ
一

一

’
ロ ’

缶 ~~~

h 、ー

一
一

一’ 1，－



令和 6 年 6 月 14 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

2023-C1 VA
二井蓄電
器株式会

社

MSLB-
3A12-B-

150
R6.12 2 個 3.0 kg 低濃度

囲い無、
掲示有

混在 なし

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項廃棄物の種類

コンデンサー
（3kg未満）

100 ペール缶

西日本旅客鉄道株式会社　金沢支社

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

住　所

氏　名

電話番号

量

の規定に基づき、令和

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

車両管理係　助田　浩二

5

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 電話番号

濃度
区分

石川県金沢市乙丸町無番地

石川県金沢市乙丸町無番地

080-9705-8182

保管の場所

西日本旅客鉄道株式会社　金沢支社　金沢車両区

金沢車両区　区長　安本　俊之

保管の状況

容器の
性状

定格
容量

処理業者との
調整状況

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

石川県金沢市乙丸町無番地

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

080-9705-8182

金沢市長

保管事業場の名称

台数又は
容器の数

（第１面）



2023-C2 VA
二井蓄電
器株式会

社

MSB-3A10-
4-50

R6.12 1 個 2.5 kg 低濃度
囲い無、
掲示有

混在 なし

2023-C3 VA
二井蓄電
器株式会

社

MS-4V-2-
10

R6.12 2 個 1.0 kg 低濃度
囲い無、
掲示有

混在 なし

2023-C4 VA
二井蓄電
器株式会

社

MA-B1W-4-
0.5

R6.12 5 個 1.0 kg 低濃度
囲い無、
掲示有

混在 なし

2023-C5 VA ニチコン
CP701A3A1

05V
R6.12 3 個 1.0 kg 低濃度

囲い無、
掲示有

混在 なし

コンデンサー
（3kg未満）

250 ペール缶

コンデンサー
（3kg未満）

200 ペール缶

ペール缶

（日本産業規格　Ａ列４番）

コンデンサー
（3kg未満）

コンデンサー
（3kg未満）

1000 ペール缶

350



2023-C1 VA 個 kg 低濃度

2023-C2 VA 個 kg 低濃度

2023-C3 VA 個 kg 低濃度

2023-C4 VA 個 kg 低濃度

2023-C5 VA 個 kg 低濃度

型式 製造年月

該当なし

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

該当なし

令和6年3月25日

令和6年3月25日

令和6年3月25日

令和6年3月25日

令和6年3月25日

用途停止のため

用途停止のため

用途停止のため

用途停止のため

用途停止のため

2

1

2

5

3

3.0

2.5

1.0

1.0

1.0

二井蓄電器
株式会社

二井蓄電器
株式会社

ニチコン

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

定格
容量

処分
年月日

量

濃度
区分製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

表示記号
等

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地台数又は

容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

廃棄物の型式等

表示記号
等

廃棄物の種類

量

型式 製造年月製造者名

濃度
区分

MS-4V-2-10

MA-B1W-4-0.5

CP701A3A105V

二井蓄電器
株式会社

二井蓄電器
株式会社

MSLB-3A12-B-
150

MSB-3A10-4-
50

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

1000

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

コンデンサー（3kg
未満）

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日定格

容量

総重量
（１台当たり
重量×台数）

100

200

250

350



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項

該当なし

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

台数又は
容器の数

該当なし

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

量

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

所在の場所



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

該当なし

備考

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



 



2024 年 5 月 22 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

4-001 12缶 148.0㎏ 低濃度
囲い有、
掲示有

分別 なし

住　所

氏　名

電話番号

濃度
区分

石川県金沢市元菊町68-2

石川県金沢市元菊町68-2

080-7031-9697

ペール缶塗膜くず

処理業者との
調整状況

PCB濃度
1.7mg/kg

廃棄物の種類

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

金沢土木技術センター　所長　長谷川　智

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

（第１面）

保管の場所

5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

石川県金沢市元菊町68-2

金沢土木技術センター　施設管理係　安念　遥紀

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

080-7031-9697

金沢市長

保管事業場の名称

西日本旅客鉄道株式会社　金沢支社

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

西日本旅客鉄道株式会社　金沢支社　金沢土木技術センター



4-002 5缶 19.5㎏ 低濃度
囲い有、
掲示有

分別 なしペール缶
PCB濃度
1.7mg/kg

（日本産業規格　Ａ列４番）

その他
(廃プラ)



4-001 低濃度

4-002 低濃度

型式 製造年月

該当なし

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

該当なし

その他
(廃プラ)

PCB濃度
1.7mg/kg

5缶 19.5㎏ R5.7.15
橋りょう塗装塗替工事

にて発生のため

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類
保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

濃度
区分

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合量

濃度
区分定格

容量
処分
年月日

表示記号
等

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

型式 製造年月製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

廃棄物の種類

量

12缶 148.0㎏塗膜くず
橋りょう塗装塗替工事

にて発生のため

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項

PCB濃度
1.7mg/kg

保管開始
年月日

R5.7.15

定格
容量



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項

該当なし

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

台数又は
容器の数

該当なし

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

石川県金沢市元菊町68-2

量

金沢土木技術センター　施設管理係　安念　遥紀
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

西日本旅客鉄道株式会社　金沢支社　金沢土木技術センター

石川県金沢市元菊町68-2

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

080-7031-9697

所在の場所



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

該当なし

備考

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



令和 6 年 8 月 7 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

2023-4
富士電機

株
鉱油 1990年

不燃(性)
油

2025.9 低濃度
囲い有、
掲示有

分別 なしドラム缶 調整中1個 120.0ｋｇ

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

06-6375-8964

金沢市長

保管事業場の名称

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

西日本旅客鉄道株式会社　金沢支社　電気課

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

（第１面）

保管の場所

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

住　所

氏　名

電話番号

石川県金沢市広岡３丁目３－７７

石川県金沢市元菊町1-14

076-254-3027

6 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

大阪市北区芝田二丁目４番24号

課長代理　畠中　秀彰 電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

西日本旅客鉄道株式会社　代表取締役社長　長谷川　一明

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

廃棄物の種類
処理業者との

調整状況
濃度
区分 容器の

性状
定格
容量

量

変圧器油（トラ
ンス油）



2023-5
アイデン
工業㈱

不明 S34.3 不明 2025.9 高濃度
囲い有、
掲示有

分別 なし

2023-6 不明 不明 2025.9 低濃度
囲い有、
掲示有

分別 なし

2023-7 不明 不明 2025.9 低濃度
囲い有、
掲示有

分別 なし

ペール缶 調整中

プラス
チック容

器
調整中

1個

1個

1個

4.5ｋｇ

3.33ｋｇ

1.4ｋｇ

（日本産業規格　Ａ列４番）

ウエス 調整中
プラス

チック容
器

ウエス

蛍光灯用安定器 不明



2023-4 個 kg 低濃度

2023-5 個 kg 高濃度

2023-6 個 kg 低濃度

2023-7 個 kg 低濃度

2024-1 W 台 kg 高濃度

型式 製造年月

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

承継ウエス 不明 不明

ウエス 不明 不明 1 1.42 2024.3.28 承継

1 3.33 2024.3.28

2024.3.28 承継

不燃(性)油 1 120 2024.3.28 承継

S42

型式 製造年月製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

蛍光灯用安定器 不明
アイデン工

業㈱
不明 S34.3 不明 1

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

100
松下電工株

式会社
GZ4021FA-1

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日

2024.8.6

定格
容量

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

番号 廃棄物の種類 参考事項処分後の廃棄物の
種類及び処分先

廃棄物の種類

量

4 12.4蛍光灯用安定器

4.5

変圧器油（トラン
ス油）

富士電機株 鉱油 1990年

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

その他

濃度
区分

承継

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類
保管終了
年月日

参考事項

量

量

濃度
区分





製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

量

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

所在の場所

台数又は
容器の数

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



 



令和 6 年 5 月 28 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

2023-4 富士電機 不明 1990年
不燃(性)

油
R7.4 1 個 120.0 kg 低濃度

囲い有、
掲示有

分別 なし

2023-5
アイデン
工業㈱

不明 S34.3 不明 R7.4 1 個 4.5 kg 高濃度
囲い有、
掲示有

分別 なし

2023-6 不明 不明 R7.4 1 個 3.3 kg 低濃度
囲い有、
掲示有

分別 なし

2023-7 不明 不明 R7.4 1 個 1.4 kg 低濃度
囲い有、
掲示有

分別 なし

（第１面）

保管の場所

採油容器含む
(2023.4.3報告時
2023-3としていた
が、今回番号変

更）

廃棄物の種類

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

西日本旅客鉄道株式会社 代表取締役社長　長谷川　一明

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

06-6375-8964

金沢市長

保管事業場の名称

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

西日本旅客鉄道株式会社　金沢支社　電気課

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

大阪市北区芝田二丁目４番24号住　所

氏　名

電話番号

石川県金沢市広岡３丁目３－７７

ウエス

処理業者との
調整状況

調整中
プラス
チック容

器

課長代理　渡部　龍典

濃度
区分

石川県金沢市元菊町1-14

076-254-3027

変圧器油（トラ
ンス油）

ドラム缶 調整中

蛍光灯用安定器 不明 一斗缶 調整中

(2023.4.3報告時
2023-1としていた
が、今回番号変

更）

ウエス
プラス
チック容

器
調整中

防護服含む
(2023.4.3報告時
2023-2としていた
が、今回番号変

更）



2023-4 個 kg 低濃度

2023-5 個 kg 高濃度

2023-6 個 kg 低濃度

2023-7 個 kg 低濃度

型式 製造年月

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

2020-002
変圧器（トラン

ス）
VA FHB-SO 1989 1 個 180.0 台

低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2020-004
変圧器（トラン

ス）
VA FHC-EO 1989 1 個 76.0 台

低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

採油容器含む(2023.4.3報
告時2023-3としていた
が、今回番号変更）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

(2023.4.3報告時2023-1と
していたが、今回番号変

更）

防護服含む(2023.4.3報告
時2023-2としていたが、

今回番号変更）

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

富士電機株 鉱油

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日

2024.3.28

定格
容量

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地表示記号

等

量

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類

30 2023.10.1不明
北陸電機

製造

処分
年月日

自ら処分した場合

2023.10.110
北陸電機

製造
不明

参考事項

他の事業場から移動

廃棄物の種類

量

1 120
変圧器油（トラン

ス油）
1990年

型式 製造年月製造者名

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

濃度
区分

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

不明 1 4.5 2024.3.28

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

不燃(性)油

他の事業場から移動

ウエス 不明 不明 1 3.33 2024.3.28 他の事業場から移動

蛍光灯用安定器 不明
アイデン工

業㈱
不明 S34.3

他の事業場から移動ウエス 不明 不明 1 1.42 2024.3.28



2020-005
変圧器（トラン

ス）
VA FHC-EO 不明 1 個 71.0 台

低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2020-006
変圧器（トラン

ス）
VA FHB-SO 1986 1 個 93.0 台

低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2021-049
変圧器（トラン

ス）
VA

FH75T6-
75S

1975 1 個 460.0 台
低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2022-032
その他電気機械

器具
不明 不明 1 個 10.0 缶

低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2022-033
その他電気機械

器具
不明 不明 1 個 10.0 缶

低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2021-130 ウエス 不明 不明 1 個 25.0 缶
低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2021-131
変圧器油（トラ

ンス油）
鉱油 H2 1 個 34.0 台

低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2022-031
変圧器油（トラ

ンス油）
鉱油 不明 1 個 120.0 缶

低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2023-003 その他 鉱油 不明 1 個 5.0 缶
低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2021-085
変圧器油（トラ

ンス油）
鉱油 H2 1 個 1.2 台

低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2021-086
変圧器油（トラ

ンス油）
鉱油 H2 1 個 0.0 台

低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2021-087
変圧器油（トラ

ンス油）
鉱油 H2 1 個 0.5 台

低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2021-088
変圧器油（トラ

ンス油）
鉱油 H2 1 個 0.0 台

低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2021-089
変圧器油（トラ

ンス油）
鉱油 H2 1 個 0.5 台

低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2021-090
変圧器油（トラ

ンス油）
鉱油 H2 1 個 0.0 台

低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2023.10.1

富士電機
株式会社

不明 2023.10.1

富士電機
株式会社

不明

2023.10.1

富士電機
株式会社

不明 2023.10.1

富士電機
株式会社

不明

2023.10.1

富士電機
株式会社

不明 2023.10.1

富士電機
株式会社

不明

2023.10.1

不明 不明 2023.10.1

不明 不明

2023.10.1

富士電機
株式会社

不明 2023.10.1

不明 不明

不明 2023.10.1

不明 不明

2023.10.1

75
北陸電機

製造
不明 2023.10.1

20
北陸電機

製造
不明

10
北陸電機

製造
不明 2023.10.1

2023.10.1

不明



2021-128
その他電気機械

器具
不明 不明 1 個 20.000 台

低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2021-129
その他電気機械

器具
不明 不明 1 個 1.3 台

低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2018-14 コンデンサー
PSB-
2300ST

S50 2 台 7.0 kg
低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2020-003 その他 不明 S44.2 1 台 133.0 kg
低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備

2023-001 その他 不明 不明 1 台 10.0 kg
低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備
コンデンサの油が付着し

ている為、清掃後機器の

受け容器として搬出

2023-002 ウエス 不明 不明 1 缶 10.0 kg
低濃
度

2023.8.31 (株)富山環境整備
ウエス・吸着マッ

ト・分析作業発生時

汚染物収納

不明 2023.10.1

300
日本コン
デンサー

2023.10.1

不明 不明 不明 2023.10.1

不明 不明 不明

2023.10.1

不明
京三製作

所

不明

2023.10.1

富士電機
株式会社

不明 2023.10.1

富士電機
株式会社

不明



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

量

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

所在の場所

台数又は
容器の数

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）





保管庫内で容器に入れ保管中



保管庫内で容器に入れ保管中

安定器



令和 6 年 4 月 3 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

06-6375-8964

金沢市長

保管事業場の名称

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

西日本旅客鉄道株式会社　金沢支社　電気課

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

（第１面）

保管の場所

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

住　所

氏　名

電話番号

石川県金沢市広岡３丁目３－７７

石川県金沢市元菊町427番地　金沢支社電気課ＰＣＢ庫

090-8210-4923

5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

大阪市北区芝田二丁目４番24号

課長代理　渡部　龍典 電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

西日本旅客鉄道株式会社　代表取締役社長　長谷川　一明

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

廃棄物の種類

（日本産業規格　Ａ列４番）

処理業者との
調整状況

濃度
区分 容器の

性状
定格
容量

量



2023-1 台 kg 高濃度

型式 製造年月

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

不明
アイデン工

業㈱
不明

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日

2024.3.28

定格
容量

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

S34.3

型式 製造年月製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

不明

濃度
区分

他の事業場から移動

廃棄物の種類

量

1 4.5蛍光灯用安定器

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量

濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

量

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

所在の場所

台数又は
容器の数

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



保管庫内で容器に入れ保管中

安定器



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ピフエニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

2024年6 月26日
金沢市長 殿

届出者

住所東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目33番8号ｻｳｽｹﾞｰﾄ新宿

氏名 日本貨物鉄道株式会社
代表取締役社長兼社長執行役員犬飼新

電話番号050-2017-4180

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ピフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条Iと

の規定に基づき、 2023年度のポリ塩化ビフエニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

’
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

。

Ⅱ

Ｅ

Ⅱ

Ⅱ

Ｉ

Ｆ

■

Ｊ

日

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

１

ｄ

〃

〃

ｌ

■

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

■

’保管事業場の名称 日本貨物鉄道株式会社関西保全技術センター金沢メンテナンスステーション

石川県金沢市高柳町5-1-1保管事業場の所在地

’ |電話番号’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 助役村井良満 050-2017-4539

保管の場所 石川県金沢市高柳町5-1-1

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

’ 量廃棄物の型式等 保管の状況
処分予
定

年月

台数又
は

容器の

数

濃度

区分
処理業者との

調整状況
分別・
混在の
別

漏れ等
の

おそれ

番号 廃棄物の種類 総重盈
（1台当たり

重量×台数）

参考事項定格

容蛍
表示記号

等
容器の

性状
等
無

い
有

囲
の製造者名 製造年月型式

’
(日本工業規格A列4番）



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等
’ ’

量

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
重避×台数）

番号 参考事項定格
容量

表示記号
等

台数又は
容器の数

製造者名 型式 製造年月

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等
亘
學

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
遮蔽×台数）

参考事項定格
容量

製造年
月

表示記号
等

台数又は
容器の数

製造者名 型式

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合
濃度
区分製誉隼|襄奮。廃棄物の種類 総重量

（1台当たり
重抵×台数）

番号 参考事項定格
容量

処分
年月日

台数又は
容器の数

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

製造者名｜型式

I
蛍光灯用
安定器

低
撫

2023.

12.27

2023.

12.7
不明 不明 ｜不明 不明 ｜不明 光和精鉱㈱8台 | 64.0Kg 残部材4-1

蛍光灯用
安定器

低
雛

2023.

12.7

2023,

12.27
不明 不明 不明不明 不明 17個 光和精鉱㈱1350Kg 残部材4-2

低
雛 光和精鉱㈱｜僻ゥ

2023.

12.7
蛍光灯 不明 不明 ｜不明 ｜ 不明 ｜ 不明 1台 5.0Kg4－3

蛍光灯
カバー

低
雛

2023.

12.27

2023.

12.7
不明 不明 不明 ｜不明不明 1個 光和精鉱㈱2.0Kg4-4

低
雛

2023.

12.7

2023.

12.27
金属容器 不明 不明不明 光和精鉱㈱不明 不明 1個 1.0Kg4－5

~
低
雛

2023.

12．7

2023.

12.27
ゴム手袋 不明不明 不明 光和精鉱㈱不明 不明 38枚 8.0Kg4－6



－－ー＝ﾏ ､

や

低
雛 光和精鉱㈱｜淵

2023~

12．7
不明 不明 不明 ｜不明ウエス 不明 1袋 5.0Kg4-7



(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

~

~ |電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度
区分

製品の種類番号 総重量
（1台当たり
重戯×台数）

参考事項定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

百
万

巍

等

表

台数又は
容器の数

製造者名 製造年月型式

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

番号 製品の種類 総重量
（1台当たり
亜丘×台数）

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数製造年月 |表零号製造者名 型式



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

製品の種類番号 総重量
（1台当たり
誼肚×台数）

参考事項
蕊製造者名| 型式 |製造年月|表奮号

台数又は
容器の数

1． この届出書は、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管又はポリ塩化ピフエニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ピフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6~ 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。

7~ 「処分予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフエニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ピフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の棚には、ポリ塩化ビフエニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の柵には、ポリ塩化ピフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフエニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の柵のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の棚のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ピフエニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考
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16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

こと。低濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の棚には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の棚には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ピフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の柵には、ポリ塩化ピフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ

き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

記載しなくて構わない。
26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す

ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。
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様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ピフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和6年 7月26日
金沢市長 殿

届出者 〒939-8091

住所冨山県富山市堀川小泉町1丁目1-5
有限会社日本海コンタクト ~

氏名代表取締役山田愛子
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-422-4500

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ピフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条IE

の規定に基づき、令和 5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ピフェニル廃棄物について

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
１
１
■
■
１

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

’保管事業場の名称 フロンテイアビノレ

保管事業場の所在地 〒920-0981金沢市片町2丁目23-18

’ | 電話番号’’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 076-422-4500

保管の場所 敷地内/金沢市片町2丁目23-18

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

’ ’廃棄物の型式等 量 保管の状況

処分予
定

年月

台数又
は

容器の

数

濃度
区分

処理業者との
調整状況

分別・
混在の

別

漏れ等
の

おそれ

番号 廃棄物の種類 参考事項総重量
（1台当たり

血迅x台数）

定格

容愚
容器の
性状

表示記号

等
閉い等

の有無
製造者名 型式 製造年月

開い

無、掲
示無

変圧器（トラ

ンス）
PCB濃度：

0.82mg/k9
なし50 KVA 東芝 低濃度 分別 なし1980年

《
ロPS6-T6 80048960 1 210 k9

’
囲い

有、掲

示無

変圧器（トラ

ンス）
PCB濃度：

1.9mg/kg

北陸電機

製造
なし低濃度 分別 なし1973年9月

《
ロKVA QK 6202577 1 206 kg

ｉ

ｆ



(日本工業規格A列4番）



（第2面）
タ

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
亜趾×台数）

参考事項定格
容量 製造者名｜ 型式 ｜製造年月 ｜表警号

台数又は
容器の数

変圧器（トラン
ス）

PCB濃度：
0.82mg/k9

東芝 | PS6-T6 1980年23－001 50 KVA 1 台| 210 kg 低濃度 分析結果より判明8004‘8960 R5.623

’
b I I I l l ，

変圧器（トラン
ス） ．

北陸電機製
造

PCB濃度
1.9mg/k9

23宝002 QK I1973年9月 | 6202577KVA 《
ロ 低濃度 分析結果より判明1 206 kg R5.6．23

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなっ.たポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 皇
皇

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地蕊|製造書‘

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
誼最×台数）

参考事項
型式|製誉年|菱雪号

台数又は
容器の数

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合
濃度
区分

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
砿倣×台数）

定格
容量

参考事項製造年
月

処分
年月日

表示記号
等

台数又は
容器の数

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日

製造者名｜型式

~

変圧器（トラ
ンス）

畷
度

PCB濃度：
0.82mg/k9

東芝 IPS6-T6 1980年 8004896023-001 50 KVA 1 台1 210 kg 群桐エコロ(株）R6．6.27 R6.7. 11

変圧器（トラ
ンス）

北陸電機
製造

“
度

PCB濃度’
1.9mg/k9

23-002 KVA QK 1973年9月 6202577 1
《
ロ 206 R6.6.27 1群桐エコロ(株) I R6.7. 11

’



(第3面）

2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

~

◆

■ 一

ポリ塩化ピフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名 |電話番号’電話番号

’

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度
区分’

製品の種類番号 定格
容量

総重量
(1台当たり
砿肚×台数）

参考事項廃棄予定
年月製造者名｜ 型式 ｜製造年月 |表奮3号

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

Ⅱ 1 1 1

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフエニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

製品の種類番号 総重量
（1台当たり
亜賦×台数）

定格
容量

参考事項台数又は

容器の数
表示記号
等

製造者名｜ 型式 製造年月

1 Ⅱ 1 1 1 Ⅱ

ロ 。



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

製品の種類 参考事項番号 総重量
(1台当たり
重趾×台数）

格
量

定
容

台数又は
容器の数

表示記号
等

製造年月製造者名｜ 型式

１１１

G

ロ 1

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェ三ル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し､毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の棚には、ポ.リ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の棚には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4~ 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例: 28-001)を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。 、

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6~ 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には､･ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。
9． 「量」の柵のうち、 「総重盈」の棚には、ポリ塩化ピフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数).を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10. 「濃度区分」の欄には、 「高濃度j 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ピフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

のポリ塩化ピフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12~ 「保管の状況」の棚のうち、 「容器の性状」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の棚のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

15． 「保管の状況」の棚のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の柵には、高濃度ポリ塩化ピフエニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の柵には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月･日」の棚には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

2，~ 「処分後の廃棄物の種類及び処分先｣の柵には､ポリ塩化ﾋﾌｪﾆﾙ廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
~製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ピフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ピフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
1の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30.日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。
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様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ピフエニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和6年8月z8日
金沢市長 殿

届出者 〒920-0807
住所石川県金沢市乙丸町甲211番地 ~

ネルコン株式会社
氏名代表取締役宮下華奈子

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電話番号076-252-0116

(怯第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正態処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（怯第15条及び第19条收
の規定に基づき、令和 6年度のポリ塩化ピフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ピフェニル廃棄物について

）

’
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

１

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

保管事業場の名称 ネルコン株式会社 ~

金沢市乙丸町甲211番地’保管事業場の所在地

’ |電話番号’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 076-252-0116

保管の場所 敷地内/金沢市乙丸町甲211番地

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ピフエニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 保管の状況
処分予
定

年月

台数又
は

容器の

数

濃度
区分

処理業者との

調整状況
番号 廃棄物の種類 分別・

混在の

別

漏れ等
の

おそれ

総重畳
（1台当たり

血迅×台数）

参考事項定格

容量
表示記号

等
容器の

性状
等
無

い
有

囲
の

製造者名 型式 製造年月

｜ ’ ’
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（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 ~

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始

P 理由
参考事項廃棄物の種類番号 総重量

（1台当たり
亜鉦×台数）

台数又は
容器の数

定格
容量 型式 ｜製造年月 ｜表奮号製造者名

ロ 、 ロ

PCB濃度：
059mg/kg

コンデンサー

(3kg以上）

0 1

分析結果より判明18 kvar松下電器 |ZB-15PH 1995年 NBR950046 低濃度
《
ロ R6.5.241 6.5 kg24-001

’
■ ■

q ロ 】

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量
移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由|製耆隼

参考事項番号 総重景廃棄物の種類 定格
容量

表示記号
等

台数又は
容器の数

製造者名｜型式
'&鑪謝

■ 0

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ピフェニル廃棄物

処分を委託した場合廃棄物の型式等
皇
里 自ら処分した場合

濃度
区分…|饗式|製誉隼

参考事項番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
重丑×台数）

処分
年月日

定格
容量

処分
年月日

処分受託者の
名称

処分委託
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

表示記号
等

台数又は
容器の数

コンデンサー

(3kg以上）
“
度

PCB濃度：
0.59mg/k9

R6.8.8 1群桐エコロ(株) R6.8. 19松下電器IZB-15PH18 kvar 1 台| 6.5 k924-001 1995年 INBR950046

’l l l ~ ~ ~’
ﾛ ■ n I G D

、 I I l I I 1 1 I

■

』 ロ ロ ﾛ ロ ロ



(第3面）

2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地
~

’ |電話番号I電話番号
ポリ塩化ピフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
~

~

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度
区分

製品の種類番号 総重量
(1台当たり
班趾×台数）

定格
容量

参考事項廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

表示記号
等

台数又は
容器の数

製造者名｜ 型式 製造年月

1 1 1

。 ’
ﾛ ■

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量
一

’ 所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

製品の種類番号 総重量
（1台当たり
砿舟×台数）

定格
容量

参考事項台数又は
容器の数型式 ｜製造隼月|表誓号製造者名

■■■ B ﾛ

◆ ､ ■ ■



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

番号 製品の種類 総重景
（1台当たり
亜品×台数）

蕊|製造者名｜ 型式 ||製造年月 参考事項台数又は
容器の数

表示記号
等

■ ■ ■

｜ ~ ’
■

備考 1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の棚には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の棚には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の柵のうち、 「台数又は容器の数」の棚には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の柵のうち、 「総重量」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や､.既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． ~ 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の棚には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。



(第5面）

16~ 「処分業者との調整状況」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフエニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの｣~ 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。 ~

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の柵には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び｢所有終了理由」の棚には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20. 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ピフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ピフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23~ 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和.39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄する.ことを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ピフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。
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産業廃棄物管理票（マニフェスト)E票

“4年2月3日|交幡毒|45114:
氏名又は名称 ’ 懇．

ネルコン株式釜溌一、

住所〒”… 電話番号 ｡”奉りwQ

石測累金沢市乙丸町甲211

’ 451141交t醗尋 踊爾下霊余手瀞’ず’7263 整理蕃号 識龍当年

名称
ネルコン株式会社

所在地〒“… 電話番号…靭縮

謡鯲馳金況市乙丸醐甲2洲

（
排
出
掌
難
壌
）

事

業

場

へ

．，奇' 弘

篭蕊
~

数量(及び単位）

”ｻ”台

荷姿種類産
業
廃
禁
物

ー

特別管理窓難嚢索物 曹姿

識
VP抄｡jﾛ

ノ ｡

処分方法
’ 娩却

有害物質等
PCB

産業廃棄物の名称
Pce*

ロ タ 甲 、一一一

鰐|浮譲謡欝割の善難擬欝の交獄篝暑(率=~
隙評鰯翻意ソ ロ当繍記載…，
苧、〃氏名又ほ名称8本海潔溌サービス株式金社 運搬先鱒名
鱸冠者一

調!)住所〒'唖雪…_‘箪壼_』?ご".“ 尋繍胃
受託者
住所〒錘” 電話番号q”4輔蔀

奮出県審伽市久方町退曾54号

■

P

・ツ

運鍛先鱒名稲本海戦境ｻｰﾋｽ橡式金社壊境保全グループ

事業場所在地〒壷蕊尋 電話番号，耐海郵馴

口処錦織 奮血市水構開錘92香畑
田|切葡鋸

… 電話番号，耐海逼魎

奮血市水構開錘92香鰡

所在地〒

~

－

名称氏名又は名篭 蓮搬先の

一事業揚

ゞ 3鰄燃
&~ ．．獺雛

読蓮羅あ

一事粂場

．処分鰄
．瀧礎

』

群檎エコロ綜式会社本海遥境サービス椋式会社

職受託者

室間2）

受託者
所在地 〒説…1 電話番号唾ね鎚鐘

群馬累太鴎市転田大町B"W6及Xj野
U･【 ， ゞ ‐鐘 、

住所〒百… 電話番号 。論-"4…

濫出県宮山市久煽醜篭“号
も＃ ． _ヌマーウ 一一

”

茗訴一平‐－氏名又藤名称6 . f- ~ 認: "'- -.w, ' -－－%毒

瀧託者
住所〒 電話番号

璽間3)｜
， ＃

~ i

l氏名又は名称 群桐エコロ株式会社
分爵託者住所〒3証醸1 電話番号唾汚鋼-… ．

群馬熱太田市斬臨大町B獅警26

間3）

も，f

電話番号所在地〒

Ｉ

、
』

辮愚懇鰯鯛鱸離職餅)峨墨才、
．_ムーーーョぎ .

繍鰯騨潮肺毎繊jﾘMIM溶堺 璋粥琴
数量(及び単位）

.~運搬

黙ｱ年月日 j"2/年3月’白 煮､物拾集量

数重(及び単位）(受領欄） 運搬

鴇ア年月日
有価絢拾累量

間3） 年月 日

１
－

畿瀦処分

終了年月日

処分

嶋ア年月日
僻の受託

ZoZチ年8月'9且20?斗年8月18B 複
製
を
禁
じ
ま
す

崖吾菩 501発行元:公盗H雨法人会園賞替用） ‐．

中
間
処
理
業
者
〆
最
終
処
分
誰
隷
、
ｌ
↓
排
出

生

１

１

１

１

１

率
者
／
中
間
処
理
業
者

照

＆
ｈ

合

確

認

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日
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